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日曜休日取得のガイドライン
産別協定で規定する全日曜日は、港湾労働者の権利と
しての休日であり、出勤義務日ではない。一方、波動性
や日曜定曜日配船、加えて人員不足の深刻化に伴い、港
湾労働者が確実に希望する日曜休日を取得することが困
難なケースが見受けられる。これに鑑み、魅力ある港湾
労働の確立に向け、港湾労働者が少なくとも月1回の日
曜休日を希望通り取得できることを保障することを目的
に本ガイドラインを設ける。

1．港湾労働者は、前月第1週までに希望する翌月の日
曜休日を指定することができ、各事業者は確実にその
休日を取得させなければならない。
2．各事業者は日曜休日取得の実施状況について、企業
内労使で確認のうえ、当該月の翌月中に地区労使専門
委員会（仮称）に報告を行う。問題が生じた場合は地
区労使専門委員会（仮称）にて協議を行い、解決に至
らない場合は、賃金・労働時間問題専門委員会で協議
し解決を図る。
3．地区労使専門委員会（仮称）は、日港協に対して定
期的（当該月の2ヶ月以内）に実施状況の集約を報告
する。日港協は、これを四半期ごとに賃金・労働時間
問題専門委員会に提示し、同専門委員会は、当該ガイ
ドラインが適正に運用されているかを検証・確認する
とともに、労使政策委員会に報告する。
4．賃金・労働時間問題専門委員会は、週休二日制、年
末年始休日などの年間休日の在り方について継続して
協議を行う。また、魅力ある港湾労働の確立に向け、
労使政策委員会は本ガイドラインの運用の検証結果を
精査する。
5．なお、このガイドラインの運用の過程で、人員不足
対策を進めることによる一定の余裕のある人員配置が
可能となり、港運事業者の合意形成の取り組みの結果、
ユーザーや行政、港湾関係者の理解と協力が得られる
見通しが立った場合は、労使合意によりこのガイドラ
インは廃止する。
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（仮）協 定 書

1．加盟単組の賃上げ並びに産別制度賃金の引き上げについて
（1）加盟単組の賃上げについて
①政府の進める「価値創造のための転嫁円滑化施策」に基づき、日港協会員事業者は真摯な対
応を継続する。

②また、日港協会員事業者は、2023年11月29日付けで内閣官房及び公正取引委員会から出された
「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」を基に、日港協及び国交省連名で港
湾ユーザーである船会社、荷主宛に作成した「港湾運送事業者の労務費の円滑な価格転嫁の
実行について（お願い）」を活用して、適正料金の確保に取組む。
この取組みを通じて、日港協は、政府が定める価格交渉促進月間（毎年9月と3月）の趣

旨を理解し、各個別（専業・検査・関連）交渉や地区労使交渉を後押しして、魅力ある港湾
労働の環境整備を行えるよう誠実に対応し、こうした取組みを今後も継続的に行っていく。

（2）産別制度賃金の引き上げについて
①2022年春闘協定1．（2）②に基づき、産別最低賃金、あるべき賃金、産別基準賃金、及び標
準者賃金の改定については、本春闘から切り離し、継続協議する。

②産別制度賃金に係る団体交渉については、行政訴訟中であることを理由に各事業者が各個別
労使の賃金・労働条件交渉や地区労使交渉を抑制することのないよう内部周知を行う。

2．魅力ある港湾労働の確立のための労働諸条件の整備について
（1）年間の休日の在り方について
①月1回の日曜日不稼働、週休二日制、年末年始例外荷役を含む年間の休日の在り方について
は、「賃金・労働時間問題専門委員会」を通じて、業界全体での合意形成を目指し協議を継
続していく。

②月1回の日曜日不稼働の必要性についての組合の要求趣旨を理解する。
③日港協は魅力ある港湾労働の確立に向けて、業界全体の合意形成を図るとともに、月1回の
日曜休日を希望通り取得できるよう事業者に促す。その具体的運用については、別途ガイド
ラインを設ける。

（2）検査・関連職種の5．9協定履行については、引き続き当該労使での協議を促す。
（3）産別協定・確認書などの編纂については、すみやかに完成に向けた作業を行う。

3．緊急性を要する課題について
（1）適正料金の確保について
①認可料金の復活・適正料金確保を目指す。
②適正料金収受プロジェクトチームは、各地方運輸局が公表する料金監査結果において、届出
料金との乖離などについて実情把握のうえ、国交省とも連携し、具体的な取り組みを整理し
実行する。

（2）指定事業体に所属し検査業務に携わる労働者の本体採用について
日港協は、21春闘「覚書」・22・23春闘協定を直ちに履行し、指定事業体に所属し検査業務

に携わる労働者を本体に採用する。
（3）事前協議制度について
①日港協から申請者への回答文書に「港湾運送事業法に基づく適正な料金が完全実施されてい
ることを条件としています」等を付記して、適正料金の収受実施を促す。

②事前協議の作業体制に関連を付記することについては、各関係地区労使で対応する。

4．政府施策・港湾の「合理化」に関する労使の対応に係る課題
（1）政府の諸施策について

その方向性や見解が合致するところにおいて、港運への影響を労使で精査・協議する体制を
今後も堅持していく。

（2）特定限定許司制度について
日港協として「特定限定許可に係る運用状況検討委員会」に参加し、各地区の雇用と就労に

影響のないよう十分配慮する。
なお、地区単位の「労使検討委員会」を設置する。また、その際当委員会の構成メンバーに

は、労使に加え行政にも参加を要請する。
（3）石炭火力老朽施設の休・廃止に伴う石炭荷役問題について

非効率石炭火力発電施設の休・廃止の政府施策に対し、国交省及び厚労省に、実効ある事業
存続措置・雇用の確保策を要請し、協議のための関係行政との連絡会議（仮称）を6月を目途
に設置する。その上で情報収集にあたっては、関係行政のみならず各電力会社の動向も注視し
ていく。なお、その際、会員事業者が風評被害を受けないよう労使は十分に配慮する。

（4）特定利用港湾について
この政策による港湾労働者の雇用と就労への影響について、労使で注視し、問題が発生した

場合は、直ちに労使政策委員会で協議する。

5．春闘協定に基づく継続課題について
（1）人員不足対策について

時間のかかる問題も含めて「人員不足対策専門小委員会」の協議を促進して、有効かつ現実
的な議論を行い、すみやかに答申案を取りまとめる。

（2）雇用と就労の確保、労働環境などの整備に係る継続的課題
①インランドデポ、港頭地区並びに隣接地区における物流倉庫を「港湾運送事業者の業域並び
に、港湾労働者の職域となるよう（22春闘協定）」具体化すべく、中央・地区労使で連携
し、情報収集の共有を図りながら、労使政策委員会としても取組みを継続していく。

②指定事業体において検査業務に就労し、48歳以上で本体検査事業者に入会した労働者の「港
湾労働者年金の適用とする制度改定の可否（22春闘協定）」については、直ちに専門委員会
を設置し、継続協議する。

③「標準者賃金の適用者要件、『年齢35歳・有資格者』とする改定を前提（22春闘協定）」とす
る検数・検定小委員会における協議を直ちに行い、2023年4月1日（遡及）を目途に関係労
使で協議する。

④関連職種の週休二日制・時間外基礎分母の短縮を実施するだめに・日港協は地区労使協議・
個別元請事業者との協議の促進を図り、具体化できた労使毎に速やかに実行する（2022年4
月1日として遡及実施）。

⑤港湾運送・港湾労働に係る法改正を含めた諸施策の港運への影響については、適宜労使政策
委員会を開催し協議する。また、各地区における港湾安定化協議会の活性化を図るため、日
港協として各地区協会に周知・徹底を図る。

⑥日港協は18春闘協定を再確認する。この合意に基づき、早急に港労法問題労使検討委員会を
開催し、港湾労働法の全港・全職種適用に向けた具体的施策を検討し、時期を見定め労政審
港湾労働専門委員会に対する具申についても協議・検討する。

（3）安全等に関する事項
①「放射線健診」について

電離放射線健康診断の実施について、中央安全専門委員会労使で交わした確認書に基づき、
速やかに当健康診断を開始する。

②熱中症対策を始めとする安全対策及び安全装備（FAN付作業着やフルハーネス等）の導入に
ついては、各個別（専業・検査・関連）任せとすることなく、元請事業者も積極的に携わっ
ていく。
具体的な装備の内容については、各個別店社の状況を踏まえて、各社縦割りの中で検討し、

6月末日までに導入を図るよう努力する。
なお、中央安全専門委員会は、装備の改善について総括的に検討し、各地区に対して、ア

ドバイスを行う。
③労災補償について
23春闘協定「5―（3）」に基づき、引き続き協議する。

6．災害時の対応について
大災害発生時の緊急対応については、労使ですみやかに情報共有できる連絡体制を事務局間

で構築する。
以上
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